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本紙229号（令和2年7月1日刊行）で掲載予定です。

新型コロナウイルスの影響により、令和２年度に
予定していた博物館事業に大きく変更が生じる見通
しとなっております。予定の変更については、随時、
まるごと博物館ホームページ等でご案内いたします。
詳細は、各担当館へお問い合わせください。
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時の記念日制定 100 周年によせて

松 本 市 時 計 博 物 館 Tel.0263-36-0969

「時」展覧会絵葉書（大正9年）

城山に設置された午砲（大正4年）

はじめに
6 月 10 日の「時の記念日」は、今年で制定されて

から 100 年がたちます。大正 9 年（1920）に東京教育
博物館（現国立科学博物館）で開催された「時」展
覧会が契機となり誕生しました。この展覧会は、時間
の厳守や尊重の啓蒙を目的として開催されました。

現代では、時間に正確なことを海外から称賛され
ることが多い日本ですが、明治から大正時代にかけ
てはそれほど時間に正確でなかったことが、この企
画展が開催されるきっかけとなりました。ここでは、
時間の近代化について述べたいと思います。
時の記念日の制定

江戸時代までは、時刻制度として自然のリズムに
沿った不定時法※ 1 を採用し、「時の鐘」といわれる
時刻ごと鳴らされる鐘の音によって時間を把握して
いました。当時の人々は、不定時法の単位である 1
刻
とき

の約 2 時間、細かく分けても 1 時間程度の感覚で
時間を認識し行動していました。

明治時代になると、学校や鉄道、工場、軍隊など
の近代的な諸制度を西洋から導入する上で、定時法
による時間割や予定表に基づいて、人々が一斉に行
動する必要性が生じました。そのため、明治政府は
明治 6 年（1873）に、時刻制度を不定時法から現在
の定時法へと改めました。

しかし、時刻制度が定時法に変わっても、すぐに
明治の人々が近代的・西洋的な時間感覚や規律を身
につけられたわけではありませんでした。明治 36 年
の『時計の巻』には、おしゃべりに小一日費やす者
や、約束の時間を 1、2 時間過ぎてやってきても平然
としている者、汽車の出発時間の 2 時間前に駅にき
て、あくびをしながら汽車を待っている者などを紹
介しています。明治期の日本は、急速に西洋の諸制
度を導入し、近代化へ邁進していましたが、人々の
時間感覚は、未だに近代的な時間を厳守し尊重する
ものへと変化していなかったことがうかがえます。

明治後期から大正時代にかけ、日本では世界の一
等国となるため、産業の益々の
発展が求められました。特に大
正期には国民ひとりひとりの生
産能率を上げるため、科学の知
識を取り入れ生活の合理化を目
指すことを目的とする、生活改
善運動が進められました。その
ような中で、人々が時間を厳守
し尊重する時間秩序を身につ

けるという目的から、大正 9 年の「時」展覧会の開
催と時の記念日の制定へとつながっていきました。
松本の時報

松本の城下町では、江戸時代以来より念来寺の「時
の鐘」が時間を知る手段として、大正 10 年まで使
われていました。念来寺は、明治 5 年には廃仏毀釈
により、本堂などは破壊されたものの鐘楼だけは遺
り、若干の鐘料をもらい毎時鐘を打ち時を知らせま
した。明治期においては、一般の家庭には時計が十
分に普及しておらず、「時の鐘」に多くの需要があっ
た様子がわかります。

明治期の松本では、開智学校の開校、松本片倉
清水製糸場開業、篠ノ井線開通、歩兵第五十連隊
の松本入営など、学校や工場、鉄道、軍隊など近代
的な諸制度が徐々に導入され、定時法による時間の
管理のため、正確な標準時を伝える時報の必要性が
高まりました。そのような中で、大正 4 年に帝国在
郷軍人会により城山に午砲（ドン）が設置されました。
午砲とは、昼の十二時に大砲を打ち正午であること
を市民に知らせるもので、東京では明治 4 年に、皇
居旧本丸跡に大砲が設置され昭和の初めまで時を知
らせていました。松本の午
砲は「城山のドン」と呼ばれ、
大 正 13 年に、旧市 役 所の
屋上に時報を知らせるモー
ターサイレンが設置されるま
で使用されました。松本に
おいても、近代諸制度の導入によって、人々が時間
を厳守し行動する必要性が生じたことが、時報の変
化に表れています。
おわりに

江戸時代から明治・大正時代に、人々の時間に対
する感覚や使い方などが変化し、その過程で「時の
記念日」が制定されました。ぜひ、時の記念日制定
100 周年にあわせ、今一度、現代の「時間」につい
て考えてみてはいかがでしょうか。

（松本市時計博物館　学芸員 / 原澤知也）

※ 1　不定時法とは、日出と日没を基準とし、日出から日没まで
を「昼」、日没から日出までを「夜」として、昼と夜を各 6 等分
にしたものを 1 刻とした時法。1 日は 12 刻からなり、季節によっ
て昼夜の長さが違い、1 刻の長さも違う。
参考文献
平出裕子「「時の記念日」の創設」、『日本歴史』 2008 年 吉川弘
文館
西本郁子「子供に時間厳守を教える―小学校の内と外―」、橋
本毅彦・栗山茂久編『遅刻の誕生』2001 年 三元社
石井研堂『時計の巻』1903 年、『セイコーライブラリー叢書 1』
1978 年 セイコーライブラリー
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市民学芸員養成講座によせて

蚕の飼育展示　～令和元年度の報告と今後の展望～

松本市立博物館 Tel.0263-32-0133

松本市歴史の里 Tel.0263-47-4515

蚕の様子（令和元年9月撮影）

平成30年度に松本まるごと博物館市民学芸員養成
講座を復活して今年で3年目を迎えます。復活1年目の
第7期生のみなさんが、精力的に活動している姿を見て、

「復活してよかった」と心から思っています。私が講座を
担当したのは平成19年度の第2期生です。2期生のみな
さんのなかにも、まだまだ頑張ってくれている市民学芸員
がおり、心強く思っています。

さて、この間10年余りですが、博物館を取り巻く環境は
大きく変わりました。館長に就任した平成29年度の日本
博物館協会の総会で、大分県立美術館の新見隆館長
が「博物館は施設ではなく、機関だ」と仰っていたのが
印象的でした。博物館という建物は社会教育施設です
が、そこに学芸員が介在するから「機関」なのだと理解
しています。さらに、「学芸員は、面白いという呼びかけを
やめてはいけない」とも仰られました。このお話を伺った
ことが、市民学芸員養成講座の復活を決意した一つの
要因です。

平成30年度の博物館長研修における、日本博物館
協会の半田昌之専務理事の「博物館が地域課題と
なってはいないか」という問いかけも衝撃的でした。研修

のテーマが「地域課題解決の拠点となる博物館へ」で
したからなおさらです。半田専務理事は「役に立つ博物
館にならなければ生き残れない」と、お会いするたびに切
実に訴えておられます。

森屋雅幸氏は、「博物館と観光のかかわりについて
―近年の博物館政策と「ミュージアム・ツーリズム」を中心
に―」（『都留文科大学研究紀要』第89集）のなかで伊
藤寿朗の論を引き、「博物館における学びは自己完結す
るのではなく他者との交流を想定しており、この考えは地
域博物館に貫徹している」と評価しています。先見の明
のあった伊藤の指摘が、今や博物館の生き残りの条件
ともなっています。

市民学芸言養成講座の復活にあたり、市民学芸員は
「博物館を舞台にした自己実現の場」だと説明していま
す。しかし、当館の市民学芸員の活動は「『博物館にお
ける学び』を他者と交流をする」には程遠く、学び始めた
ところです。新しい博物館が、地域課題解決の拠点とし
て必要とされるよう、これからも市民学芸員養成講座
を開講し、松本まるごと博物館の推進に努めます。

（松本市立博物館　館長 / 木下　守）

本紙223号（2019年7月1日号）でも概要をご紹介し
ましたが、館内にある養蚕から製糸までの一連の営み
に関わった建物の姿を結びつけ、蚕糸業の流れを具
体的に感じていただくための試みとして、歴史の里で
は、平成30年度から蚕の飼育展示を行っています。

令和元年度は5月下旬から9月下旬までの約4カ月
間、7回に渡って合計230頭ほどの蚕の飼育展示を実
施しました。昨年は期間中の気温の関係もあり、全
ての回で会場を変更するといったことはありました
が、最終的に約200粒の繭が取れたことを考えると、
結果としては“上手くできた”と言うことができるの
ではないかと考えています。また、その取れた繭の
活用方法として、昨年度は初めて、博物館の日に館
が所蔵する座

ざ ぐ り き

繰器の実演を行ったり、参加者に蚕
の繭から手作業で糸をとってもらう「糸ひき体験講
座」を開催しました。

歴史の里に見学に来られた方々に聞くと、生き
た蚕や蚕がつくった繭を見たことがない、という反
応が多く返ってきます。本やインターネットで調べ

れば、蚕の姿や繭の形、繭から糸をとる方法などを
知ることは可能です。ですが、蚕を触った時の感触
や、繭の手触り、繭を煮た時のにおい、などは文章
や映像だけでなく、実際に自分自身で体験しなけ
ればイメージすることが難しいのではないでしょう
か。令和元年度に実施した実演や体験講座でも、
1つの繭からとれる糸の細さや長さに驚きの声があ
がっていました。

1頭の蚕や1粒の繭の姿形から、かつての養蚕農家
の方々の生活や、養蚕と結びついていた信仰、操業
していた時の旧昭和興業製糸場の仕事の様子など、
多くのことを学び、具体的に思い描くことができる
ようになる、というのが昨年度1年間を通して得た実
感です。

今年度も蚕の飼育展示を継続予定です。“お蚕さ
ま”の姿を通じて、より多くの方に歴史の里に親しん
でいただけるよう引き続き工夫していきたいと思い
ます。

（松本市歴史の里　学芸員 / 八木瑞希）
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　新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休館という変則的な状況の
中、新年度を迎えることになりました。連日無人の館で勤務していると、や
はり博物館は、観覧に来られる方々あってこその施設なのだと、改めて感じ
ます。新年度も、多くの方に親しんでいただける博物館を目指し取り組んで
いきたいと思います。 （Ｍ・Ｙ）

左からサメの歯、アンモナイト、三葉虫の化石

考古博物館　遺物ぬりえ
6種類の遺物をぬりえにしました。古代の色を想像してみよう！

有孔鍔付土器（大村塚田遺跡出土）
宝貝形の装飾が美しい

四賀化石館のミュージアムショップが化石でに
ぎやかになりました。サメの歯化石の種類が増え、
入手困難なメガロドンの歯も加わりました。

アンモナイトは
マダガスカル産で、
乳 白 色 で 虹 色 の
輝きのあるタイプ
と、ふたつに切断
して研磨したもの
の 2 種類がありま
す。どちらも美し

く宝石のよ
うです。

また、約
1㎝の 小さ
なアンモナイトと三葉虫、サメの歯を入れた 4㎝ほ
どのガラスの小瓶も用意しました。小さくても、サ
メの歯のするどさや、アンモナイトの綺麗な模様が
くっきりと見えます。いずれも本物の化石です。何
万年もの時代を超えてこのミュージアムショップに
並びました。ぜひ、手にとってみてください。

（四賀化石館　学芸員 / 小林 駿）

考古博物館では来館者に考古博物館をもっと楽
しんでもらうため、新しい取り組みを始めまし
た。対象となるのはリピーターと歴史を学ぶ前の
子どもたちです。

まず、リピータが「再度きてよかった」と思っ
てもらえるように、常設展示室内に定期的に展示
資料が変わる、「学芸員のおすすめ収蔵資料コー
ナー」を設置しました。当館収蔵資料の中から来
館者にぜひ見てもらいたい資料を選んで展示する
コーナーです。初回に取り上げている資料は「有
孔鍔付土器」です。有孔鍔付土器は縄文時代中期
の東日本に分布する土器です。口縁部（器の口の
部分）の下に帽子のようなつばがあり、それに
沿って小孔列（小さな穴の列）が等間隔にあけら
れているのが特徴です。また、土器全体が良く磨

かれ、通常の煮炊きに使われた土器とは異なる装
飾が施されています。酒造などに用いられたとも
いわれ、また、太鼓として使われたという説もあ
ります。

子どもたち向けには、「ぬりえコーナー」を設
置しました。これまで考古博物館では弓矢飛ばし
や、火おこし体験などを実施していましたが、小
学校低学年以下の子どもたちには楽しんでもらい
にくい実態がありました。そこで、収蔵資料の中
から特徴的な土偶や土器をディフォルメしてぬり
えを制作しました。歴史を学んでいない子どもた
ちには「専門過ぎて楽しくない」と思われがちな
考古博物館ですが、「決してそんなことはない」
と感じていただければと思います。

（考古博物館　学芸員 / 一ノ瀬幸治）

考 古 博 物 館 Tel.0263-86-4710

四 賀 化 石 館 Tel.0263-64-3900


